
金
揮
古
蹟
志
巻
十
四

宮

崎

長

太

夫

中

川

式

部

様

右
願
之
活
問
中
と
矯
昌
相
名
乗
-
候
様
、
同
月
十
八
日
被
昌
仰
出
↓

以
上
亭
保
十
二
年
也
。

乍
ν
恐
申
上
候
。

一
、
私
兄
茜
屋
理
右
衛
門
与
申
者
、
生
園
但
馬
出
石
之
者
に
而
、
延

寅
二
年
九
月
御
常
地
h
被
a
召
寄
一
同
四
年
之
秋
御
扶
持
方
並
御
給
銀

被
v
下
、
茜
染
御
用
被
昌
仰
付
置
-
候
底
、
享
保
五
年
E
月
六
拾
九
歳
に

而
病
死
仕
、
茜
染
御
用
相
勤
可
v
申
者
無
昌
御
座
-
候
。
故
現
右
衛
門
後

家
貞
保
方
よ
り
奉
v
願
候
は
、
但
馬
之
本
家
筒
井
長
右
衛
門
方
b
、
故

理
右
衛
門
娘
つ
る
並
都
高
柳
屋
嘉
右
衛
門
雨
入
之
者
義
誼
‘
右
嘉
右

衛
門
に
僻
受
仕
候
欺
、
無
v
左
僕
は
ど
茜
染
仕
候
も
の
一
人
御
営
地
b

召
漣
罷
越
申
度
之
旨
.
享
保
九
年
十
月
奉
v
願
候
慮
、
願
之
遇
被
v
鴬
=

仰
付
一
銀
子
等
拝
借
仕
、
同
年
十
月
廿
五
日
に
但
馬
b
参
着
仕
、
停

受
之
儀
於
=
彼
地
-
願
申
候
得
ど
も
、
相
叶
不
v
申
候
付
、
左
候
は
ど
茜

染
仕
候
者
一
人
指
下
し
く
れ
候
様
K
.
つ
る
願
申
に
付
、
長
右
衛
門

存
寄
に
は
、
且
は
理
右
衛
門
跡
相
績
を
も
仕
候
へ
ば
、
理
右
衛
門
名

跡
等
断
絶
不
v
仕
、
共
上
但
馬
h
之
面
目
と
存
‘
一
人
御
常
地
h
差
下

右
響
繍
、
同
年
十
月
十
一
日
病
死
之
皆
記
載
有
ν
之
。
但
し
雲
鏑
死

後
、
右
養
子
理
右
衛
門
但
馬
出
石
の
本
家
へ
罷
越
し
、
首
染
の
停
法

を
菟
許
し
来
れ
る
事
は
所
見
た
し
。
按
宇
る
に
‘
町
曾
所
留
記
に
載

せ
た
る
・
享
保
十
九
年
四
月
稲
垣
興
三
右
衛
門
等
連
名
の
詮
議
書

に
、
砲
甲
屋
奥
助
等
頭
取
紺
屋
三
人
の
者
、
茜
染
仕
覚
え
け
る
に
依

り
て
、
向
後
茜
染
御
用
可
v
被
白
仰
付
一
此
職
筋
退
部
不
v
仕
様
可
=
心
得
-

皆
、
先
建
而
被
-
-
仰
渡
刊
と
見
b
た
れ
ば
‘
問
中
零
粛
死
後
、
亀
甲
屋

奥
助
等
の
者
共
、
僅
か
に
そ
の
さ
き
茜
染
の
乎
停
せ
し
か
ど
、
是
に

て
緋
用
す
る
事
と
成
り
・
霊
一
備
の
養
子
理
方
街
門
は
茜
染
傍
受
の
事

も
止
み
た
り
と
聞
ゆ
。
さ
て
此
の
後
は
、
茜
屋
理
右
衛
門
は
染
ヱ
を

厳
し
・
屋
鋭
を
茜
屋
と
稀
す
る
の
み
に
て
.
煮
質
商
賓
と
園
子
底
と

を
た
し
・
代
々
理
右
衛
門
或
は
理
兵
衛
と
稀
す
と
い
へ
り
。
寛
政
の

頃
金
棒
町
腎
師
服
部
元
好
に
酒
を
振
舞
は
ん
と
て
、
買
ひ
に
譜
し
け

る
に
障
る
事
あ
り
て
、
使
空
し
く
蹄
り
け
れ
ば
.
元
好
取
敢
・
?
。

酒
ひ
と
つ
容
ま
ね
ど
顔
は
茜
染

亭
主
の
た
め
に
き
つ
い
理
右
衛
門

右
狂
歌
に
て
見
れ
ば
、
寛
政
の
頃
は
闇
子
庖
の
み
に
て
、
煮
費
底
は

共
の
後
初
め
た
る
に
や
。
卯
辰
心
建
枇
の
過
去
岐
に
、
寛
文
五
年
六

金
滞
古
蹟
志
巻
十
四

八問

中

雲

粛

し
申
に
相
極
候
。
私
儀
但
馬
園
盟
問
と
申
所
に
居
住
仕
、
十
四
・
五
タ

年
以
前
致
a
法
健
-
罷
在
候
底
、
本
家
に
納
得
之
上
を
以
、
私
罷
下
申
に

相
極
り
、
停
受
仕
申
候
。
夫
よ
り
享
保
十
一
年
十
一
月
私
迎
に
、
つ

る
夫
嘉
右
衛
門
に
組
合
之
者
指
添
、
但
馬
h
罷
越
候
故
、
同
選
仕
御

営
地
b
罷
越
候
慮
、
理
布
街
門
通
り
御
扶
持
・
御
給
銀
被
昌
下
陸
一
剰
居

屋
敷
等
拝
領
被

v鏡昌
仰
付
二
離

v有
恭
奉

v存
、
茜
染
御
用
相
動
罷
有
申

候
庭
、
私
儀
今
年
六
拾
二
歳
に
罷
成
、
御
用
之
節
御
城
中
共
外
所
々

相
勤
申
俄
難
儀
仕
候
K
付
、
今
般
袋
町
木
綿
屋
七
郎
兵
衛
貸
屋
大
野

屋
次
郎
兵
衛
せ
が
れ
失
右
衛
門
と
申
者
、
今
年
十
八
裁
に
罷
成
候
に

付
、
私
養
子
陀
仕
申
候
。
則
名
を
も
理
右
衛
門
と
銭
=
相
改
-
申
度
事
・
v

存
候
。
酋
染
一
巻
染
様
之
品
々
、
私
方
よ
り
較
第
a
染
脅
-
申
皮
奉
v
存

候
。
停
受
之
儀
は
、
遺
而
但
馬
之
本
自
然
ね
指
遁
鴛
v
致
=
僻
一
受
-
申
度
車
中
v

存
候
。
私
儀
年
罷
寄
、
右
御
用
相
勤
粂
申
に
付
、
本
家
傍
受
さ
へ
相

演
候
者
.
奉
v
願
御
用
之
儀
‘
右
次
お
衛
門
に
鑓
a
相
勤
-
申
度
事
v
存
候

問
‘
右
之
趣
被

vF聞
召
上
一
願
之
遜
被

vF仰
付
-
辞
下
候
者
、
難

v

有
恭
可
v
奉
v
存
候
。
以
上
。

享
保
十
五
年
四
月
四
日

町

御

奉

行

所

I=P 

月
対
日
首
屋
理
右
衛
門
父
と

τ法
名
を
記
載
し
、
此
の
外
山
問
屋
理
右

衛
門
娘
危
ど
の
法
名
を
も
昏
峨
せ
た
れ
ど
、
共
の
後
寺
替
へ
せ
し
に

や
、
享
保
以
後
は
其
の
名
見
b
A
Y
o

叉
昔
首
染
を
た
し
た
る
頃
の
釜

た
り
と
て
、
古
き
大
釜
を
持
停
へ
居
た
り
し
か
ど
、
子
孫
遺
品
川
零
落

し
て
、
共
の
古
器
も
迭
に
費
却
し
、
漸
く
家
名
の
み
相
続
し
来
り
し

か
ど
、
明
治
維
新
の
頃
島
町
の
居
宅
も
質
梯
ひ
‘
濁
身
に
て
子
も
た

く
、
絡
に
断
絶
す
と
い
へ
り
。

。
麓
染
侮
方
事
略

和
名
紗
染
色
具
K
.
茜
蘇
見
反
。
和
名
阿
加
踊
。
品
斌
名
苑
注
一
式
。
首

可
a
以
染
曹
緋
者
也
。
と
見
h
‘
下
簡
単
集
に
は
、
首
染
・
茜
草
と
あ
り

τ、

上
古
以
来
緋
を
染
む
る
染
草
た
り
し
が
ゆ
ゑ
に
、
此
の
草
を
ぽ
あ
か

ね
と
呼
び
、
そ
の
染
色
を
ぽ
あ
か
ね
ぞ
め
と
呼
ぺ
り
。
中
古
よ
り
武

家
に
於
て
武
用
の
旗
指
物
を
ぽ
茜
染
に
在
し
た
り
。
武
用
の
旗
指

物
は
雨
露
に
逢
ふ
と
も
、
共
の
色
を
鍋
混
ぜ
ざ
る
を
第
一
と
す
。
然
る

-
K
但
馬
園
出
石
な
る
筒
井
長
右
衛
門
が
家
に
停
へ
た
る
背
染
の
僻
方

は
‘
仮
令
泥
中
に
数
年
入
れ
置
く
と
も
、
共
の
色
鑓
歩
る
事
な
し
と

い
へ
り
。
故
に
吾
が
奮
藩
五
世
参
議
中
将
綱
紀
卿
も
、
出
石
の
領
主

小
出
修
理
へ
依
頼
あ
り
て
‘
筒
井
長
右
衛
門
が
一
族
出
問
屋
理
右
術
門

九




